
公益社団法人北海道社会福祉士会個人情報内部監査委員会の設置及び運

営に関する規程  

規程第 40 号  

2025 年 1 月 25 日制定  

 

第１章  総  則  

（目的）  

第 1 条  この規程は、公益社団法人北海道社会福祉士会（以下「本会」と

いう。）における保有個人情報に関する内部監査を円滑に実施するため、

個人情報内部監査委員会（以下、「委員会」という。）の設置及び運営に

関する基本的事項に関する基本的事項を定めることを目的とする。  

（組織）  

第２条  委員会は、次の各号の委員をもって組織する。  

（１）  個人情報保護内部監査責任者  （以下、「内部監査責任者」という。）

１名  

（２）  内部監査員３名  

２  内部監査責任者は、理事会において、会長が本会理事の中から指名す

ることとする。  

３  内部監査責任者は内部監査員と兼務することとする。  

４  内部監査員は、理事会において、内部監査責任者が理事の中から指名

することとする。原則、内部監査責任者の所管する委員会以外の理事の

中から指名することとする。  

（任期）  

第３条  委員の任期は、本会定款第２５条を準用する。  

（解任）  

第４ 条  委 員 が 次 の 各 号の 一に 該当 する とき は、 理事 会の 議決 に基 づい

て、解任することができる。この場合、その委員に対し、議決前に弁明

の機会を与えなければならない。  

（１）心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき  

（２ ） 職 務 上 の 義 務違 反 そ の他 委員 とし てふ さわ しく ない 行為 があ ると

認められるとき  

（開催）  

第５条  委員会の会議は、定例会と臨時会とする。  

２  定例会は原則として年１回開催する。  

３  臨時会は、内部監査責任者が必要と認めた場合に開催する。  



（内部監査の対象）  

第６条  内部監査の対象  （以下「被監査部門」とする。）は、本会個人情

報保護規程（規程第２３号）第６条第１項の事務取扱責任者、本会委員

会及び事業部会の設置及び運営に関する規則（規則第７条）第２条に定

める委員会及び事業部会とする。  

（内部監査の種類）  

第７条  内部監査の種類は主として次の２通りとする。  

(１ )個人情報保護監査は、本会の個人情報保護管理がコンプライアンス

に従い、適正に実施されているかを監査することをいう。  

(２ )システム監査は、情報セキュリティポリシーの遵守状況及び情報シ

ステムを信頼性・安全性・効率性の観点から総合的に点検・評価する

ことをいう。  

（内部監査の区分および時期）  

第８条  内部監査は、定期監査と臨時監査に区分する。  

(１ )定期監査は、原則としてあらかじめ定められた監査計画に基づき定

期的に実施するものをいい、少なくとも年に１回は実施することとす

る。  

(２ )臨時監査は定期監査以外で、本会会長の命による場合など、臨時に

実施するものをいう。  

（委員の権限）  

第９条  委員の権限は次のとおりとする。  

(１ )委員は、本会事務局、被監査部門の理事に対し、帳票及び諸資料の

提出を求めることができる。  

(２ )委員は、本会事務局、被監査部門の理事に対し、事実の説明報告そ

の他内部監査上必要な要求を行うことができる。  

（委員の遵守事項）  

第１０条  委員は次の事項を遵守しなければならない。  

(１ )内部監査はすべて事実に基づいて行い、かつその判断および意見の

表明について公正でなければならない。  

(２ )職 務 上 知 り 得 た 事 項 を 正 当 な 理 由 な く し て 他 に 漏 ら し て は な ら な

い。  

(３ )いかなる場合においても、内部監査を受ける者に対し、業務の処理

方法について直接指揮命令をしてはならない。  

（被監査部門の遵守事項）  

第１ １ 条  被 監 査 部 門 は、 円滑 かつ 効果 的な 内部 監査 が実 施で きる よう



に、積極的に協力しなければならない。  

 

第２章  内部監査の実施  

（内部監査計画の作成）  

第１２条  内部監査責任者は、各事業年度開始に先立って  「保有個人情報

に関する内部監査計画  （様式１）」を作成し、会長の承認を得なければ

ならない。  

（内部監査実施計画の作成及び内部監査の実施）  

第１３条  内部監査責任者は、内部監査の実施にあたり、 「保有個人情報

に関する内部監査実施計画書  （様式２）」を作成し、事務取扱責任者及

び、被監査部門の長に通知する。  

２  内部 監 査 責 任 者 は 、 保 有個 人情 報保 護に 関す る内 部監 査実 施計 画書

（様式２）に基づき、内部監査を実施する。  

（自己点検の実施）  

第１ ４ 条  第 １ ２ 条 第 １項 の通 知を 受け た事 務取 扱責 任者 及び 、被 監査

部 門 の 長 は 「 保 有 個 人 情 報 の 取扱 いに 関 する 自 己点 検チ ェ ック リ ス ト

（被監査部門用） （様式３）」及び「保有個人情報の取扱いに関する自己

点検チェックリスト（事務取扱責任者用） （様式４）」に基づき、点検を

行わなければならない。  

（内部監査の方法）  

第１ ５ 条  内 部 監 査 は 、書 面監 査ま たは 実地 監査 もし くは これ らの 併用

によって実施する。  

（内部監査調書の作成）  

第１ ６ 条  内 部 監 査 責 任者 は、 内部 監査 実施 の都 度、 監査 報告 書を 作成

し、諸資料と共に本会事務局へ保管しなければならない。  

 

第 3 章  監査の報告  

（内部監査報告書の作成）  

第１７条  内部監査責任者は内部監査終了後、 「保有個人情報の取扱いに

関する内部監査結果報告書  （様式５）」を作成し、直近の理事会に報告

するとともに、その写しを被監査部門に送付する。被監査部門の長は指

摘を受けた事項を改善し、今後の円滑な業務運営に資することとする。 

（報告書の保存期間）  

第１８条  監査報告書の保存期間は、本会文書取扱規程（規程第 16 号）

第 19 条の「重要な調査に関する書類」に準拠する。  



（是正処置）  

第１ ９ 条  本 会 会 長 は 、内 部監 査報 告書 にお いて 指摘 され た事 項に つい

て、理事会で協議を行い、是正処置を指示する。  

２  前項 の 是 正 処 置 を 命 じ られ た、 事務 取扱 責任 者及 び被 監査 部門 の長

は、指摘を受けた 事項について改善し、 「個人情報内部監査  改善報告

書（様式６）」を作成し、理事会に報告する。  

（見直し）  

第２０条  内部監査責任者は、内部監査結果を踏まえ、必要に応じて内部

監査に関する計画や体制を見直す。  

（規程の改廃）  

第２１条  この規程の改廃は、内部監査責任者が起案し、理事会の承認を

得なければならない。  

 

附則  

この規程は、２０２５年１月２５日より施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１）  

   年  月   日  

 

保有個人情報に関する内部監査計画 
 

監 査 計 画  

年 度   被 監 査 部 門  

年 度  
 

年 度  
 

 

なお、個 人 情 報 保 護 内 部 監 査 監 査 責 任 者 は、上 記 の監 査 に加 えて、

漏 えい事 案 の発 生 等 を踏 まえ、必 要 に応 じて随 時 監 査 を実 施 することと

する。 

 

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２）  

   年  月   日  

 

   年度 保有個人情報に関する内部監査実施計画書 

 

１監査計画  

１  監 査 目 的   

２  被 監 査 所 属   

３  監 査 方 法  

 

 

 

 

 

４  監 査 実 施 日 程 年  月  日 ～  年  月  日  

５  監 査 実 施 体 制 ・ 

監 査 責 任 者   

 

個 人 情 報 保 護 内 部 監 査 責 任 者

（                               ）  

内 部 監 査 員

（                               ）  

６  適 用 基 準  （ 該 当 す る 本 会 規 則 規 程 ）  

７  その他   

 

 

 

 

以上  

 

 

 

 

 



（様式３）  

保有個人情報の取扱いに関する自己点検チェックリスト

（被監査部門用）  

記 入  

年 月 日  
年  月  日  

委 員 会 ・ 部 会 名  
回 答 者 （ 委 員 長 ・ 部 会 長 ）  

 

 

No 確 認 事 項  回 答 欄  備 考  

1 保 有 個 人 情 報 を 取 得 す る 場 合 は 、利 用 目 的

を で き る 限 り 特 定 す る こ と を 規 定 と 定 め 、

周 知 し て い る か 。ま た 、利 用 目 的 の 特 定 方

法 は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

2 取 得 し た 、保 有 個 人 情 報 の 利 用 目 的 に 変 更

が あ る 場 合 、当 初 目 的 と 相 当 の 関 連 性 を 持

つ と 合 理 的 に 認 め ら れ る 範 囲 か 。利 用 目 的

の 変 更 点 を 、本 人 に 通 知 し 、同 意 を 得 て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

□  該 当 な し  

 

3 本 人 か ら 直 接 書 面 や 電 子 媒 体 で 個 人 情 報

を 得 る 場 合 、利 用 目 的 を 明 示 す る 方 法 は 明

確 か 。  

（ 例  ア ン ケ ー ト 、 契 約 書 な ど ）  

□  は い  

□  い い え  

□  該 当 な し  

 

4 本 人 通 知 、公 表 、同 意 取 得 、明 示 を し て い

な い 場 合 、法 第 １ ８ 条 ４ 項 に 定 め ら れ た 正

当 な 理 由 が 認 め ら れ る か 。  

【 第 １ ８ 条 ４ 項 】  

・本 人 ま た は 第 三 者 の 声 明 、身 体 、財 産 そ

の 他 の 権 利 利 益 を 害 す る 恐 れ が あ る こ と  

・ 自 社 の 権 利 ま た は 正 当 な 利 益 を 害 す る

恐 れ が あ る こ と  

・ 国 や 自 治 体 へ の 協 力 に 基 づ く も の で あ

り 、本 人 通 知・公 表 が 当 該 業 務 に 支 障 を 及

ぼ す 恐 れ が あ る こ と  

・取 得 状 況 か ら み て 、利 用 目 的 が 明 ら か な

こ と  

 

□  は い  

□  い い え  

□  該 当 な し  

 



5 第 三 者 か ら 個 人 情 報 取 得 を す る 場 合 、

次 の 点 を 確 認 す る 手 続 き に な っ て い る

か 。  

・ 本 人 同 意 を 取 得 し て い る か  

・利 用 目 的 に 、第 三 者 に 提 供 す る こ と を 明

ら か に し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

□  該 当 な し  

 

6 目 的 達 成 の た め に 必 要 最 小 限 の 項 目 を 取

得 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

7 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 委 員 の 役 割 ・ 責 任 は

明 確 化 。 ま た 認 識 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

8 個 人 デ ー タ を 記 録 し た 媒 体 （ 電 磁 的 記 憶 媒

体 、 紙 ） は 、 適 切 に 保 管 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

9 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う パ ソ コ ン 等 は パ ス

ワ ー ド・ス ク リ ー ン セ ー バ ー 等 を 起 動 す る

よ う に し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

10 個 人 デ ー タ を 記 録 し た 携 帯 ・ パ ソ コ ン 等 は

許 可 な く 持 ち 出 し で き な い よ う に し て い る

か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

□  該 当 な し  

 

11 個 人 デ ー タ を 格 納 し た 機 器 ・ 装 置 等 は 物

理 的 に 保 護（ 漏 水 、家 裁 、停 電 等 の 環 境 上

の 脅 威 か ら 保 護 ） さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

12 １ つ の ユ ー ザ IDを 複 数 の ユ ー ザ で 利 用 し
て い な い か 。 パ ス ワ ー ド を 紙 媒 体 等 に 記
述 し て い な い か 。  

（ チ ャ ッ ト ワ ー ク な ど の 活 用 ）  

□  は い  

□  い い え  

 

13 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 情 報 シ ス テ ム に 対

す る 不 正 ソ フ ト ウ ェ ア の 対 策 を 実 施 し て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

14 コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア

を 導 入 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

15 個 人 デ ー タ を 移 送（ 運 搬 、郵 送 、宅 配 便 等 ）・

通 信 す る 場 合 、漏 え い 対 策 を 実 施 し て い る

か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

 



16 移 送 時 に お け る 紛 失・盗 難 に 備 え て 、媒 体

に 保 管 さ れ た 個 人 デ ー タ は 暗 号 化 等 の 対

策 が 施 さ れ て い る か 。  

（ 例 ）  

・ USB メ モ リ 等 、 外 部 デ ー タ 保 管 装 置 内 に

あ る デ ー タ の 暗 号 化  

・ノ ー ト パ ソ コ ン 等 、モ バ イ ル 機 器 内 に あ

る デ ー タ の 暗 号 化  

□  は い  

□  い い え  

 

17 個 人 デ ー タ は 、利 用 目 的 の 範 囲 内 で 利 用 さ

れ て い る か 。利 用 者 は 、個 人 情 報 の 利 用 目

的 を 把 握 し て い る か 。  

【 目 的 外 利 用 が 認 め ら れ る 場 合 】（ 第 16 条

3 項 ）  

 ・ 法 令 に 基 づ く 場 合  

  ・人 の 生 命 、身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め

に 必 要 が あ る 場 合 か つ 本 人 の 同 意 を 得 る

こ と が 困 難 な 場 合  

  ・公 衆 衛 生 向 上 又 は 児 童 の 健 全 な 育 成 の

推 進 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合 か つ 本

人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 な 場 合  

  ・国 の 機 関・地 方 公 共 団 体 又 は そ の 委 託

を 受 け た 者 が 法 令 の 定 め る 事 項 を 遂 行 す

る に あ た っ て 協 力 す る 必 要 が あ る 場 合 か

つ 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 な 場 合  

□  は い  

□  い い え  

 

18 個 人 デ ー タ を 第 三 者 へ 提 供 す る 場 合 に は 、

本 会 の 所 定 の 規 定 に 沿 っ て 実 施 し て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式４）  

保有個人情報の取扱いに関する自己点検チェックリスト

（事務取扱責任者用）  

記 入 年 月 日  

年    月  日  

回 答 者  

 

 

① 利 用 目 的 の 特 定  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  個 人 情 報 を 取 得 す る 場 合 は 、利 用 目 的 を で き る 限 り

特 定 す る こ と を 規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。 

□  は い  

□  い い え  

2 利 用 目 的 の

特 定  

利 用 目 的 を 特 定 す る 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

3 利 用 目 的 の 特 定 方 法 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

4 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 利 用 目 的 が 特 定 さ れ て い る か 。 □  は い  

□  い い え  

5 利 用 目 的 の 範 囲 に つ い て 、現 在 及 び 将 来 に つ い て の

十 分 な 検 討 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

6 利 用 目 的 の

変 更  

利 用 目 的 の 変 更 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

7 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、 利 用 目 的 が 変 更 さ れ て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

8 利 用 目 的 の 変 更 内 容 は 、当 初 目 的 と 相 当 の 関 連 性 を

持 つ と 合 理 的 に 認 め ら れ る 範 囲 か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

② 通 知 ・ 公 表 ・ 同 意 ・ 明 示  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  取 得 す る 個 人 情 報 の 利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 す る こ

と 、ま た は 公 表 す る こ と を 規 程 と し て 定 め 、周 知 し

て い る か . 

□  は い  

□  い い え  

2  取 得 す る 前 に 、あ ら か じ め 利 用 目 的 を 公 表 す る こ と

を 定 め て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

3  あ ら か じ め 公 表 し な い 場 合 、取 得 し た ら 速 や か に 利 □  は い  



用 目 的 を 本 人 に 通 知 す る か 、公 表 す る こ と を 定 め て

い る か 。  

□  い い え  

4  利 用 目 的 を 変 更 す る 場 合 、 本 人 に 通 知 す る こ と 、 公

表 す る こ と 、 あ る い は 同 意 を 得 る こ と を 規 程 と し て

定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

5  当 初 目 的 と 相 当 関 連 性 が あ る 範 囲 で 利 用 目 的 を 変 更

す る 場 合 、 本 人 に 通 知 す る こ と 、 ま た は 公 表 す る こ

と を 定 め て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

6  当 初 目 的 と 相 当 関 連 性 の な い 目 的 変 更 を す る 場 合 、

あ ら か じ め 本 人 の 同 意 を 求 め る こ と を 定 め て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

7  本 人 か ら 直 接 書 面（ 電 子 方 式 等 含 む ）で 個 人 情 報 を

取 得 す る 場 合 、利 用 目 的 を あ ら か じ め 明 示 す る こ と

を 規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

8  利 用 目 的 の 通 知 、公 表 、同 意 取 得 、明 示 を 行 う た め

の 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

9  利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 ま た は 公 表 す る 方 法 は 明 確

か 。  

□  は い  

□  い い え  

10  当 初 目 的 と 相 当 関 連 性 の な い 目 的 変 更 を す る 場

合 、 利 用 目 的 の 本 人 同 意 を あ ら か じ め 得 る 方 法 は

明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

11  本 人 か ら 直 接 書 面 で 個 人 情 報 を 得 る 場 合 、利 用 目 的

を 明 示 す る 方 法 は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

12  所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、 利 用 目 的 の 本 人 通 知 、 公 表 、

同 意 取 得 、 明 示 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

13  本 人 通 知 、公 表 、同 意 取 得 、明 示 を し て い な い 場 合 、

法 第 18 条 4 項 に 定 め ら れ た 正 当 な 理 由 が 認 め ら れ

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

③ 取 得  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  個 人 情 報 は 、適 法 か つ 公 正 な 手 段 に よ っ て 取 得 す る

こ と を 規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2  個 人 情 報 の 取 得 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  



□  い い え  

3  取 得 過 程 に お い て 適 切 な 安 全 管 理 を 含 む 手 続 と な

っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

4  第 三 者 か ら 個 人 情 報 取 得 を す る 場 合 、次 の 点 を 確 認

す る 手 続 に な っ て い る か 。  

・ 本 人 同 意 を 取 得 し て い る か 。  

・利 用 目 的 に 、第 三 者 に 提 供 す る こ と を 明 ら か に し

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

5  所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、個 人 情 報 の 取 得 が 行 わ れ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

6  目 的 達 成 の た め に 必 要 最 小 限 の 項 目 を 取 得 し て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

④ デ ー タ 加 工 ・ 保 管  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1 個 人 デ ー タ

の 正 確 性 の

確 保  

 

個 人 デ ー タ は 、利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内 に お

い て 、正 確 か つ 最 新 の 内 容 に 維 持 す べ き こ と を 規 程

と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2 取 得 し た 個 人 情 報 を「 個 人 情 報 デ ー タ ベ ー ス 等 」と

し て 加 工 （ 入 力 、 更 新  等 ） す る 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

3 個 人 デ ー タ の 入 力 時 の 照 合 ・ 確 認 の 手 続 が 明 確 か 。 □  は い  

□  い い え  

4 個 人 デ ー タ の 誤 り 等 を 発 見 し た 場 合 の 訂 正 等 の 手

続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

5 個 人 データの内 容 を 定 期 的 に確 認 する 手 続 が明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

6 不 必 要 な 個 人 データの 保 管 を防 ぐた め、個 人 データの 保

管 期 間 を 定 め ているか 。 また 、保 管 期 間 満 了 時 の手 続 が

明 確 か。  

□  は い  

□  い い え  

7 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 個 人 情 報 の 加 工（ 入 力 、更 新 等 ）

が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

8 個 人 デ ー タ の 誤 り 等 を 発 見 し た 場 合 、所 定 の 手 続 に

沿 っ て 措 置 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

9 保 管 期 間 満 了 時 に 、所 定 の 手 続 に 沿 っ て 個 人 デ ー タ □  は い  



の 返 却 ・ 廃 棄 等 の 処 理 が 行 わ れ て い る か 。  □  い い え  

10 個 人 デ ー タ

の 安 全 管 理

（ 組 織 的 安

全 管 理 措

置 ）  

 

個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を と る

こ と を 規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

11 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 措 置 を 行 う 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

12 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 ル ー ル の 違 反 ま た は そ の 兆

候 が あ る こ と に 気 づ い た 場 合 、あ る い は 事 故 が 起 き

た 場 合 の 対 応 手 続 （ 報 告 連 絡 体 制 等 ） は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

13 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 措 置 を 評 価 、 見 直 し 、 改 善

し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

14 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 の た め の 体 制 は 整 備 さ れ て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

15 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 従 業 者 の 役 割 ・ 責 任 は 明 確

か 、 ま た 認 識 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

16 個 人 デ ー タ の 取 扱 責 任 者 が 配 置 さ れ て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

17 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 情 報 シ ス テ ム 運 用 責 任 者 が

配 置 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

18 取 り 扱 う 個 人 デ ー タ は 、台 帳 等 に よ り 管 理 す る よ う

に な っ て い る か 。（ 個 人 デ ー タ の 取 扱 状 況 を 一 覧 で

き る 手 段 の 整 備 ）  

□  は い  

□  い い え  

19 個 人 デ ー タ

の 安 全 管 理

（ 人 的 安 全

管 理 措 置 ）  

 

雇 用 契 約 時 お よ び 委 託 契 約 時 に 非 開 示 契 約 等 を 締 結

し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

20 異 動 者 ・ 退 職 者 の 守 秘 確 認 は 行 わ れ て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

21 従 業 者 へ の 安 全 管 理 措 置 の 周 知 、 教 育 ・ 訓 練 は 実 施

さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

22 個 人 デ ー タ

の 安 全 管 理

（ 物 理 的 安

全 管 理 措

置 ）  

 

個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 場 所 へ の 入 退 資 格 者 が 必 要 最

小 限 に 限 定 さ れ て い る か 。 ま た 、 入 退 管 理 装 置 や 警

備 員 等 に よ り 無 資 格 者 ・ 不 審 者 の 入 退 が で き な い よ

う 措 置 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

23 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 場 所 へ 入 退 す る 際 は 、 記 録 を

と っ て い る か 。 ま た 、 そ の 記 録 は 、 漏 え い 発 見 時 に

遡 っ て 調 査 で き る よ う 一 定 期 間 保 管 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  



24 個 人 デ ー タ 取 扱 場 所 へ の 入 退 記 録 は 、 不 審 な 入 退 が

な い か 、 管 理 者 等 に よ り 定 期 的 に チ ェ ッ ク さ れ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

25 個 人 デ ー タ を 記 録 し た 媒 体 （ 電 磁 的 記 憶 媒 体 、 紙 ）

は 、 施 錠 保 管 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

26 鍵 の 管 理 も 行 わ れ て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

27 （ 長 時 間 の ） 離 席 時 に 個 人 デ ー タ を 記 し た 書 類 、 媒

体 、 携 帯 パ ソ コ ン 等 を 机 上 に 放 置 し て い な い か （ ク

リ ア デ ス ク ）。  

□  は い  

□  い い え  

28 携 帯 パ ソ コ ン 等 を 机 上 に 常 設 す る 場 合 に は 、 セ キ ュ

リ テ ィ ワ イ ヤ ー 等 に よ る 盗 難 防 止 対 策 が 講 じ ら れ て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

29 ・ 離 席 時 に 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う パ ソ コ ン 等 は パ ス

ワ ー ド 付 き ス ク リ ー ン セ ー バ 等 を 起 動 す る よ う に し

て い る か （ ク リ ア ス ク リ ー ン ） 。  

□  は い  

□  い い え  

30 個 人 デ ー タ を 記 録 し た 携 帯 パ ソ コ ン 等 は 、 許 可 な く

持 ち 出 し で き な い よ う に し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

31 携 帯 パ ソ コ ン は 、 持 ち 出 し 管 理 票 等 に よ る 運 用 管 理

が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

32 個 人 デ ー タ を 格 納 し た 機 器 ・ 装 置 等 は 物 理 的 に 保 護

（ 漏 水 、 火 災 、 停 電 等 の 環 境 上 の 脅 威 か ら 保 護 ） さ

れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

33 個 人 デ ー タ

の 安 全 管 理

（ 技 術 的 安

全 管 理 措

置 ）  

 

個 人 データへの アクセス に対 する識 別 と認 証 は適 切 か 。  □  は い  

□  い い え  

34 ア ク セ ス 権 付 与 、 Ｉ Ｄ ・ パ ス ワ ー ド の 発 行 ・ 更

新 ・ 廃 棄 の 手 続 が 明 確 か 。 ま た 、 そ の チ ェ ッ ク 手

続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

35 １ つ の ユ ー ザ Ｉ Ｄ を 複 数 の ユ ー ザ で 利 用 し て い な

い か 。  

□  は い  

□  い い え  

36 Ｉ Ｄ と パ ス ワ ー ド と し て 、“ Ｇ ｕ ｅ ｓ ｔ ”等 の デ フ ォ

ル ト 設 定 が 残 さ れ て い な い か 。  

□  は い  

□  い い え  

37 一 定 回 数 以 上（ 例 え ば 連 続 し て ３ 回 ）ロ グ イ ン に 失

敗 し た ユ ー ザ Ｉ Ｄ を 停 止 す る と と も に そ の 状 況 を

□  は い  

□  い い え  



記 録 （ ロ グ ） す る よ う な 措 置 を 講 じ て い る か 。  

38 パ ス ワ ー ド の 有 効 期 限 が 定 め ら れ 、適 時 変 更 さ れ て

い る か （ 定 期 的 ま た は ア ク セ ス 回 数 に 基 づ い て 変

更 ）。  

 

□  は い  

□  い い え  

39 質 の 良 い パ ス ワ ー ド を 選 択 し て い る か 。（ パ ス ワ ー

ド 強 度 判 定 ツ ー ル 等 に よ り 確 認 し て い る か 。）  

□  は い  

□  い い え  

40 パ ス ワ ー ド を 紙 媒 体 等 に 記 述 し て い な い か 。  □  は い  

□  い い え  

41 パ ス ワ ー ド を 入 力 す る 場 合 は 、 他 人 に 見 ら れ な いよ う に し

ているか （ ショ ルダー ハッ キ ングへの対 応 ） 。  

□  は い  

□  い い え  

42 退 職 等 に よ り ア ク セ ス 資 格 を 失 っ た ユ ー ザ Ｉ Ｄ や

パ ス ワ ー ド は 直 ち に 無 効 と な る 措 置 を 講 じ て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

43 生 体 認 証 を 用 い る 場 合 は 、そ の シ ス テ ム の 本 人 拒 否

率 お よ び 他 人 受 入 率 が 、安 全 管 理 に 関 す る 目 的 達 成

の た め に 受 容 さ れ る 範 囲 で あ る か 確 認 し て い る か 。

ま た 、 エ ラ ー 発 生 時 の 対 応 手 順 を 定 め て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

44 個 人 デ ー タ へ の ア ク セ ス は 、 制 御 さ れ て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

45 利 用 者 毎 ま た は グ ル ー プ ご と に 対 す る ア ク セ ス 制

御 手 続 が 明 確 か （ 規 則 を 定 め て い る か ）。  

□  は い  

□  い い え  

46 個 人 デ ー タ を 格 納 し た サ ー バ 等 は イ ン タ ー ネ ッ ト

か ら 直 接 ア ク セ ス で き な い よ う に な っ て い る か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

47 個 人 デ ー タ を デ ー タ ベ ー ス に 記 録 す る 場 合 、必 要 に

応 じ て 暗 号 化 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

48 個 人 デ ー タ へ の ア ク セ ス は 、誰 が 、い つ 、ど の デ ー

タ に ア ク セ ス し 、ど の よ う な 処 理 を 行 っ た か を ロ グ

と し て 記 録 し 、管 理 者 に よ り 定 期 的 に チ ェ ッ ク さ れ

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

49 ログ情 報 は、管 理 （ 保 管 ） され ているか 。  □  は い  

□  い い え  

50 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 情 報 シ ス テ ム に 対 す る 不 正 □  は い  



ソ フ ト ウ ェ ア の 対 策 を 実 施 し て い る か 。  □  い い え  

51 コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス 対 策（ 検 出 ・ 駆 除 、教 育 、感

染 対 策 等 ） が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

52 ウ ィ ル ス 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア を 導 入 し て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

53 ワ ク チ ン パ タ ー ン フ ァ イ ル は 常 に 最 新 に 保 た れ て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

54 Ｏ Ｓ や ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 対 す る セ キ ュ リ テ ィ パ

ッ チ が 適 用 さ れ て い る か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

55 ス パ イ ウ ェ ア 等 に 関 す る 対 策 ソ フ ト ウ ェ ア を 導 入

し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

56 個 人 デ ー タ を 移 送（ 運 搬 、郵 送 、宅 配 便 等 ）・通 信 す

る 場 合 、 漏 え い 対 策 を 実 施 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

57 個 人 データを 移 送 ・ 送 信 する際 の手 続 が 明 確 か 。 □  は い  

□  い い え  

58 移 送 時 に お け る 紛 失 ・ 盗 難 に 備 え て 、 媒 体 に 保 管

さ れ た 個 人 デ ー タ は 暗 号 化 等 の 対 策 が 施 さ れ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

59 電 子 メ ー ル 等 で 個 人 デ ー タ を 通 信 す る 場 合 、盗 聴 に

備 え て 暗 号 化 等 の 対 策 を 施 さ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

60 個 人 デ ー タ の 含 ま れ る フ ァ イ ル の バ ッ ク ア ッ プ 等

は 定 期 的 に 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

61 個 人 デ ー タ を 含 む フ ァ イ ル を バ ッ ク ア ッ プ す る 際

の 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

62 バ ッ ク ア ッ プ 採 取 時 期 お よ び 方 法 は 適 正 か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

63 所 定 の 手 続 に 沿 っ て バ ッ ク ア ッ プ が 実 施 さ れ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

64 バ ッ ク ア ッ プ は 権 限 者 だ け が 行 い 、バ ッ ク ア ッ プ 媒

体 は 権 限 者 が 施 錠 で き る 保 管 場 所 に あ る 所 定 の 保

管 庫 に 保 管 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

65 バ ッ ク ア ッ プ す る 場 合 、 必 要 に 応 じ て 個 人 デ ー タ を 暗 号

化 し ているか 。  

□  は い  

□  い い え  



66 個 人 デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ か ら 迅 速 に デ ー タ が 復

元 で き る こ と を テ ス ト し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

⑤ 利 用  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  個 人 デ ー タ は 、利 用 目 的 の 範 囲 内 で 利 用 す る こ と を

規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2  個 人 デ ー タ は 、 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 利 用 す る 手 続 が

明 確 か。  

□  は い  

□  い い え  

3  個 人 デ ー タ は 、 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 利 用 さ れ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

4  利 用 者 は 、 個 人 情 報 の 利 用 目 的 を 把 握 し て い る か 。 □  は い  

□  い い え  

    

⑥ 第 三 者 提 供  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  個 人 デ ー タ を 第 三 者 へ 提 供 す る 場 合 に は 、 原 則 と

し て あ ら か じ め 本 人 の 同 意 を 得 る 必 要 が あ る こ と

を 規 程 に 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2 第 三 者 提 供

の 意 思 決 定  

 

第 三 者 へ の 個 人 デ ー タ の 提 供 を 決 定 す る 手 続 が 明

確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

3 第 三 者 の 定 義 が 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

4 第 三 者 へ の 個 人 デ ー タ の 提 供 の 必 要 性 の 有 無・妥 当

性 を 検 討 す る 手 続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

5 所 定 の手 続 に沿 って、 決 定 し ているか 。  □  は い  

□  い い え  

6 本 人 同 意 の

取 得  

 

第 三 者 へ 個 人 デ ー タ を 提 供 す る 場 合 、 本 人 の 同 意

を 得 る 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

7 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、 本 人 の 同 意 を 得 て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

8 同 意 手 続 を と ら な い 場 合 、同 意 不 要 の 要 件 が 充 足 さ

れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

9 オ プ ト ア ウ あ ら か じ め 本 人 に 通 知 す る 手 続 、本 人 が 容 易 に 知 り □  は い  



ト  

 

得 る 状 態 に 置 く 手 続 が 明 確 か 。  □  い い え  

10 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く 方 法 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

11 本 人 に 通 知 す る 項 目 、あ る い は 本 人 が 容 易 に 知 り 得

る 状 態 に 置 く 項 目 は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

12 本 人 の 求 め に 応 じ 、個 人 デ ー タ の 第 三 者 提 供 が 停 止

さ れ る 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

13 オ プ トア ウ ト の 条 件 を 満 足 し た 上 で、 第 三 者 へ の 情 報 提

供 を行 っ ているか 。  

□  は い  

□  い い え  

14 本 人 の 求 め に 応 じ 、 個 人 デ ー タ の 第 三 者 提 供 が 停

止 さ れ た か 。  

□  は い  

□  い い え  

15 第 三 者 提 供 の 停 止 の 求 め が 多 い 場 合 、第 三 者 提 供 の

妥 当 性 に つ い て 再 検 討 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

16 共 同 利 用  

 

あ ら か じ め 本 人 に 通 知 す る 手 続 、本 人 が 容 易 に 知 り

得 る 状 態 に 置 く 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

17 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く 方 法 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

18 本 人 に 通 知 す る 項 目 、 あ る い は 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る

状 態 に置 く 項 目 は明 確 か 。 

□  は い  

□  い い え  

19 共 同 利 用 者 を 具 体 的 に 特 定 す る 方 法 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

20 共 同 利 用 の 条 件 を 満 足 し た 上 で 、 利 用 さ れ て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

21 雇 用 管 理 に

関 す る 個 人

デ ー タ の 第

三 者 提 供  

 

雇 用 管 理 に 関 す る 個 人 デ ー タ を 第 三 者 に 提 供 す る

場 合 、 一 定 の 手 続 を 実 施 す る こ と を 規 程 と し て 定

め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

22 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、雇 用 管 理 に 関 す る 個 人 デ ー タ

の 第 三 者 へ の 提 供 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

⑦ 廃 業  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  個 人 デ ー タ の 廃 棄 措 置 を 規 程 と し て 定 め 、周 知 し て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2  個 人 デ ー タ を 廃 棄 す る 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  



□  い い え  

3  個 人 デ ー タ を 保 管 し て い る 機 器 、記 録 し て い る 媒 体

（ 紙 、電 磁 的 記 録 媒 体 ）等 を 廃 棄 す る 際 の 作 業 責 任

者 は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

4  廃 棄 方 法 お よ び そ の 廃 棄 記 録 等 の 手 続 は 明 確 か 。 ま

た、廃 棄 記 録 は 保 管 さ れる手 続 にな っているか 。 

□  は い  

□  い い え  

5  個 人 デ ー タ の 保 管 期 間 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

6  デ ー タ 廃 棄 委 託 業 者 の 廃 棄 処 理 が 適 切 か を 確 認 す

る 手 続 は 明 確 か 。  

 

□  は い  

□  い い え  

7  個 人 デ ー タ の 廃 棄 に 際 し て 、当 該 個 人 デ ー タ の バ ッ

ク ア ッ プ デ ー タ も 廃 棄 す る 手 続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

8  個 人 デ ー タ を 記 録 し て い る 媒 体（ 紙 、電 磁 的 記 録 媒

体 ）は 、そ の 内 容 を 復 元 で き な い 処 置 を し て 廃 棄 す

る 手 続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

9  所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、個 人 デ ー タ は 廃 棄 さ れ て い る

か 。  

□  は い  

□  い い え  

10  目 的 達 成 の た め に 必 要 の な い 個 人 デ ー タ は 廃 棄 し

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

⑧ 問 合 わ せ ・ 苦 情 対 応  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1 顧 客 等 に 対

す る 対 応  

 

問 合 せ・苦 情 対 応 に 関 す る 規 程 を 定 め 、周 知 し て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2 問 合 せ ・ 苦 情 窓 口 、責 任 者 、担 当 者 、お よ び 組 織 的

な 対 応 が と れ る 体 制 は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

3 各 部 署 で 問 合 せ に 直 接 か つ 個 々 ば ら ば ら に 対 応 す

る こ と に な ら な い か 。  

□  は い  

□  い い え  

4 窓 口 対 応 者 は 、個 人 情 報 保 護 に 関 す る 知 識 や 経 験 が

豊 富 な 適 切 な 人 材 配 置 が 行 な わ れ る よ う に な っ て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

5 開 示 等 の 請 求 方 法 を 、本 人 の 知 り 得 る 状 態 と す る 手

続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  



6 問 合 せ ・ 苦 情 対 応 の 手 続 が 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

7 個 人 情 報 の 利 用 目 的 の 通 知 請 求 へ の 対 応 手 続 （ 請 求

へ の 諾 否 の 通 知 を 含 む ） が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

8 保 有 個 人 デ ー タ の 開 示 請 求 へ の 対 応 手 続 （ 請 求 へ の

拒 否 通 知 を 含 む ） が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

9 保 有 個 人 デ ー タ の 内 容 の 訂 正 、追 加 又 は 削 除 請 求 へ

の 対 応 手 続（ 請 求 へ の 諾 否 の 通 知 を 含 む ）が 明 確 か 。 

□  は い  

□  い い え  

10 保 有 個 人 デ ー タ の 利 用 停 止 又 は 消 去 請 求 へ の 対 応

手 続 （ 請 求 へ の 諾 否 の 通 知 を 含 む ） が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

11 保 有 個 人 デ ー タ の 第 三 者 へ の 提 供 の 停 止 請 求 へ の

対 応 手 続（ 請 求 へ の 諾 否 の 通 知 を 含 む ）は 明 確 か 。 

□  は い  

□  い い え  

12 本 人 が 請 求 し た 個 人 情 報 の 利 用 目 的 の 通 知 ／ 開 示

へ の 対 応 措 置 の 実 施 に 関 し て 手 数 料 を 徴 収 す る 場

合 、 そ の 理 由 を 説 明 で き る よ う に な っ て い る か  

□  は い  

□  い い え  

13 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、問 合 せ・苦 情 対 応 が 行 な わ れ

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

14 利 用 目 的 の 通 知 請 求 、 開 示 の 請 求 に 応 じ な い 場 合 、

正 当 な 理 由 が あ る か 。  

□  は い  

□  い い え  

15 利 用 の 停 止 又 は 消 去 、第 三 者 へ の 提 供 停 止 の 請 求 に

応 じ な い 場 合 、 正 当 な 理 由 が あ る か 。  

□  は い  

□  い い え  

16 個 人 デ ー タ の 修 正 依 頼・苦 情 の 発 生 状 況 か ら 、個 人

デ ー タ 管 理 に 関 す る 業 務 改 善 の 要 否 が 検 討 さ れ て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

17 労 働 者 等 に

対 す る 対 応  

 

労 働 者 等 か ら の 個 人 デ ー タ の 開 示 等 に 関 す る 規 程

を 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

18 労 働 者 等 か ら の 個 人 デ ー タ の 開 示 等 に 関 す る 手 続

は 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

19 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、個 人 デ ー タ の 開 示 等 が 行 わ れ

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

⑨ 監 督  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1 従 業 者 の 監 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ う 、個 人 デ ー タ □  は い  



督  を 取 り 扱 う 従 業 者 に 対 す る 必 要 か つ 適 切 な 監 督 を

行 う こ と を 規 程 と し て 定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  い い え  

2 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 従 業 者 の 監 督 を 行 う に あ た

っ て の 手 続 が 明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

3 モ ニ タ リ ン グ の 目 的（ モ ニ タ リ ン グ 対 象 と な る 従 業

者 の 個 人 情 報 の 利 用 目 的 ）を あ ら か じ め 特 定 し 、従

業 者 に 明 示 す る 手 続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

4 モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に 関 す る 責 任 者 と そ の 権 限 は

明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

5 モ ニ タ リ ン グ を 実 施 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 実 施

に つ い て 周 知 す る 手 続 に な っ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

6 所 定 の 手 続 に 沿 っ て 、 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 従 業 者

の 監 督 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

7 委 託 先 の 監

督  

個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ う 、委 託 先 に 対

す る 必 要 か つ 適 切 な 監 督 を 行 う こ と を 規 程 と し て

定 め 、 周 知 し て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

8 委 託 先 の 監 督 を 行 う に あ た っ て の 具 体 的 な 手 続 が

明 確 か 。  

□  は い  

□  い い え  

9 委 託 先 と の 契 約 に お い て 監 督 方 法 等 を 明 確 に し て

い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

10 所 定 の 手 続 （ あ る い は 契 約 内 容 ） に 沿 っ て 、 委 託

先 の 監 督 が 行 わ れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

⑩ 漏 え い 時 対 応  

No 項 目  確 認 事 項  回 答 欄  

1  漏 え い 発 生 時 の 対 応 に 関 す る 規 程 を 定 め 、 周 知 し

て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

2  漏 え い 発 生 時 の 対 応 マ ニ ュ ア ル が あ り 、必 要 な 事 項

が 定 め ら れ て い る か 。  

□  は い  

□  い い え  

3  マ ニ ュ ア ル の 管 理 責 任 部 署 は 明 確 か 。  □  は い  

□  い い え  

4  外 部 専 門 家 等 の 協 力 体 制 を 整 備 し て い る か 。  □  は い  

□  い い え  

5  過 去 の 事 例 、訓 練 結 果 、環 境 変 化 、他 社 事 例 等 を 踏 □  は い  



ま え て 、 適 時 に マ ニ ュ ア ル の 見 直 し を 行 っ て い る

か 。  

□  い い え  

6  マ ニ ュ ア ル の 教 育 や ト ラ ブ ル 想 定 訓 練 を 行 っ て い

る か 。  

□  は い  

□  い い え  

    

※ 備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式５）  

   年   月   日  

個人情報保護内部監査責任者           

 

    年度  

保有個人情報の取扱いに関する内部監査結果報告書 
 

「   年 度 保 有 個 人 情 報 の 取扱 いに 関す る内 部監 査計 画」 に関 する 内部

監査結果は、次のとおりである。  

 

１  被監査所属  

 

 

２  監査の実施日  

     年  月  日～  月  日  

 

３  監査の実施内容  

 

 

４  指摘事項等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上  

 

 

 



（様式６）  

   年   月   日  

被監査部門             

報告者             

 

    年度 保有個人情報に関する内部監査 改善報告書 
 

 

「   年 度 保 有 個 人 情 報 の 取扱 いに 関す る監 査」 にお いて 指摘 を受 けた

事項について、次のとおり改善しましたので報告します。  

 

 

１  改善内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


